
 
 
 

「年収の壁」への対応として、現在、厚生労働省では、キャリアアップ助成金について「短時間労働者労働時間延長

支援コース」を用意しています。今回は、「短時間労働者労働時間延長支援コース」の概要を以下に抜粋してご紹介

いたします。 

 

■概要 

労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が 30 人以下である事業主を指します。 

 

注意点 

対象となる労働者は、社会保険の加入日の６か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさ

ない条件で就業していた者になります。 

 

手続き 

・助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出してください。 

※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで（令和７年 10 月１日加入の場合、同年 9 月 30 日まで） 

・取り組みを６か月間継続した後、２か月以内に支給申請してください。 

ただし、現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画届を提出している場合は、本コースの計画届・変更届の

提出は必要ありません。 

 

■対象となる労働者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【労務】キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース｣のご案内 

 



※１従業員51人以上の企業等では、週の所定労働時間が 20 時間以上かつ所定内賃金が月額 8.8万円以上である

こと。（学生を除く） 

従業員50人以下の企業等では、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上であること。 

なお、労使合意により任意に短時間労働者を適用する場合には、週の所定労働時間が 20 時間以上かつ所定内賃

金が月額 8.8 万円以上の方も被保険者となります。 

（注）従業員数は厚生年金の適用対象者フルタイム従業員、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイ

ム従業員の 3/4 以上の者の合計です。 

 

※２前述の支給要件をご覧ください。 

 

※３社会保険適用促進手当（労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するため

に支給する手当。標準報酬月額が 10.4 万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長 2 年間、社会保険

適用に伴い新たに発生した本人負担分の社会保険料相当額を上限として、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額

の算定対象に含めない。） 

 

■詳細 

・キャリアアップ助成金（短時間労働者労働時間延長支援コース）のご案内（リーフレット） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510960.pdf 

 

・キャリアアップ助成金（短時間労働者労働時間延長支援コース）のご案内（パンフレット） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512828.pdf 

 

・キャリアアップ助成金（短時間労働者労働時間延長支援コース）に関する Q&A  

 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510986.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照ホームページ ［ 厚生労働省 ］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html 
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